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空家等対策の推進に関する特別措置法第６条 2 項で定める事項 本計画の記載箇所 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類
その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

地区：第 1 章 3 項 
種類：第 1 章 4 項 

基本的な方針：第 3 章 

二 計画期間 第 1 章 5 項 

三 空家等の調査に関する事項 第 2 章 1 項、3 項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 第 4 章 4 項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」とい
う。）の活用の促進に関する事項 第 4 章 5 項 

六 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事
項 第 4 章 6 項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 第 4 章 4 項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 第 5 章 1 項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 第 5 章 2 項 
 
空家等対策の推進に関する特別措置法第６条では、1 項にて市町村に空家等に関する対策についての計画を定
めることができるものとし、2 項では計画において定める事項を規定しています。 
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第１章  計画の概要 

１. 計画策定の背景と目的 

近年、人口減少や高齢化が進行するなか、居住などに使用されていない「空家1 」が全国的に増加して
おり、その中で適正に管理されない空家が、火災・倒壊の危険など防災面、雑草やゴミ・悪臭など衛生環
境面、また景観を損ねるなど周囲の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして大きな社会問題となって
います。 

このような状況から、空家等2 に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と
地域の振興に寄与することを目的として、平成 26 年 11 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法
（以下、「空家法」という）」が公布され、平成 27 年 5 月全面施行となりました。 

この空家法では、所有者または管理者が空家等の適切な管理の責任を有することを前提としつつ、市
町村の責務として、空家等対策計画の作成及びこれに基づく対策の実施、その他の空家等に関する必要
な措置を適切に講ずるよう努めることが求められています。 

美濃加茂市においても、市民が安全に、かつ安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、
空家等の有効活用を促進することにより地域の活性化を図ることを目的として、平成 29 年 6 月に「美濃
加茂市空家等対策計画」（計画期間 平成 29 年度～令和 3 年度）を策定し、空き家バンクの設立
や管理状態の悪い老朽空家の除却などの対策を実施してきました。 

一方で、平成 20 年をピークに人口減少に転じた国に対して、本市においては人口が停滞している中、
住宅開発は続いています。今後、人口の増加率はいずれ減少局面に転ずることが予想され、また、地区別
の人口増加と減少の地域差は明確になっています。住宅ストックが増加するなか、古くなる住宅の活用・更
新が行われなければ、今後、老朽化した危険な空家が増加し、深刻な問題となることが懸念されます。 

このような背景のもと、前計画を引継ぎながら、総合的な空家等対策を一層推進するため、「第 2 期美
濃加茂市空家等対策計画」を策定いたします。今回の計画では、これまでの老朽化した空家の把握と適
正な管理の啓発、除却の取組を継続しつつ、空家の有効活用に重点を置き、危険な空家を発生させない
取組を所有者、地域、事業者、専門家、市等が相互に連携し協力を図りながら推進していくものとしてい
ます。  

 
1 「空き家」の表記について、本計画では「空家等対策の推進に関する特別措置法」にならい、固有名詞や文献等の引

用を除いて「空家」と表記します。 
2 空家法第二条で以下のとおり定義されており、本計画でもこの定義にならいます。 

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理

するものを除く。 
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２. 計画の位置づけ 

１）上位・関連計画と本計画の位置づけ 

本計画は、空家法第 6 条に基づき、国の基本指針に即して本市の空家等に関する対策を総合的に推
進するために定めるものです。 

本市においては、平成 29 年度策定の第１期計画を引き継ぐものであり、美濃加茂市の将来像（10
年後のあるべき姿）を示した第６次総合計画「Walkable City Minokamo（ウォーカブルシティミノカ
モ）」（計画期間：令和 2 年度～11 年度）、を上位計画とし、関連計画・事業と整合を図るものとし
ます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 １-1 計画の位置付け  

美濃加茂市 

国 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

●空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 
 

●「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針 
（ガイドライン） 

第 2 期 
 美濃加茂市空家等対策計画 

【上位計画】 
●第 6 次総合計画 「Walkable City 

Minokamo (ウォーカブルシティミノカモ)」 
計画期間：令和 2 年度～11 年度） 

【関連事業（既存）】 
・美濃加茂市耐震改修促進

計画 
・中山道太田宿建造物の保

存と修景のための補助事業 

県 

連携・活用 

活用 

整 
合 

整 
合 

【関連事業】 
・岐阜県空き家総合整備事業費補

助金 
・岐阜県空家等除却費支援事業費

補助金 

法的根拠 

【関連計画】 
●美濃加茂市都市計画マスタープラン

2020～2040 
●Caminho アクションプラン 
（計画期間：令和 2 年度～6 年度） 
●美濃加茂市立地適正化計画 
（2020～2040） 
●美濃加茂市地域強靭化計画 
（計画期間：令和 2 年度～7 年度） 

整 
合 

連
携 
・
調
整 

（第１期） 
美濃加茂市 
空家等対策計画 

空家等対策に係る対応指針 

危険空家等対応マニュアル 

空家等対策計画（モデル計画） 
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２）空家等対策に関する近年の動向 

第２期美濃加茂市空家等対策計画の策定にあたり、第 1 期計画期間中（平成 29 年度～令和 3
年度）にあった、国等における空家等対策に関する主な動向をまとめます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 新たな「住生活基本計画」における空家の管理・利活用の方針  
住生活基本計画（全国計画）は、「住生活基本法」（平成 18 年法律第 61 号）に基づき、国民の

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されています。 
 令和 3 年に閣議決定された現計画では、3 つの視点・8 つの目標に基づき住宅政策の方向性を示してい
ますが、空き家に関する施策（目標 7）では立地・管理状況の良好な空家の多様な利活用の推進として
DIY やシェア型住宅など多様な活用方法が記載されています。 
 

【社会環境の変化からの視点】 
目標１ 「新たな日常」や DX の進展等に対応した新しい住まい方の実現 
目標２ 頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの

確保 
【居住者・コミュニティからの視点】 

目標３ 子どもを産み育てやすい住まいの実現 
目標４ 多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり 
目標５ 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備 

【住宅ストック・産業からの視点】 
目標６ 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成 
目標７ 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進 
目標８ 居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展 
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３. 対象地区 

対象地区は、美濃加茂市内全域とします。今後、施策の内容や空家等の発生状況の動向を踏まえ、
対策を集中的に推し進める必要がある地区と判断した場合は、重点地区を定めることを検討します。 

 

対象地区：市内全域 

 

４. 対象とする空家等の種類 

本計画の対象となる空家等は、空家法第 2 条第 1 項の「空家等」を対象とします。なお、本計画の各
種施策は、主に戸建て住宅を対象としており、マンション・アパート等の共同住宅は、1 棟で 1 つの「建築物」
となり、１室でも使用されていれば「空家等」に該当しないものとします。 

対象 対象外 
居住その他の使用がされ
ていない建築物。 
本計画では、主に戸建て
住宅を対象 

共同住宅の空室は、
対象とはしない。 

 
 
 

 建築物3 又  工作物4 であって  使用がなされていない5ことが 常態6 である。 
 
 
 

５. 計画の期間 

空家等の対策は、長いスパンで継続的かつ計画的に実施する必要があるものですが、人口増加から減
少に転じることが予想される本市では、今後数年で状況が変化することが考えられます。よって対策計画の
計画期間は 10 年間とし、必要に応じて適宜見直しをおこないます。 

 

計画期間：10 年間（令和 4 年度～令和 13 年度） 

 

 
3 「建築物」とは建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 1 号の「建築物」と同義であり、土地に定着する工作

物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む）、これに附属する門又は塀等をいう。 
4 「附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当する。 
5 「居住その他の使用がなされていない」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど、当該建築

物等を現に意図をもって使い用いていないことをいう。 
6 「常態」とは、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことが１つの基準となる。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第 2 条第 1 項 
空家等 ：建築物 3 又はこれに附属する工作物 4 であって居住その他の使用がなされていない 5 こ

とが常態 6 であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

（ 2022 年度 ～ 2031 年度 ） 
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第２章  空家等に関する現状と課題 

１. 『ひと』の現状 

１）人口推移 

国勢調査をみると美濃加茂市の人口は、令和 2 年で約 5 万 7 千人です。 
昭和 30 年を 100 とした場合の推移をみると、平成 2 年ごろまでは国、県、本市はほぼ同様に増加し、

その後、国・県が横ばい傾向から減少基調に突入するのに対し、本市では令和 2 年時点においても増加
傾向にあります。なお、地区別人口および将来の人口推計は巻末資料に示します。 

図 ２-1 美濃加茂市の人口推移（国勢調査） 

２）世帯数、高齢世帯数 

人口とともに世帯数も増加傾向にあり、令和 2 年の国勢調査では人口 56,718 人、21,729 世帯と
なっています。１世帯あたりの人員は、昭和 30 年には 5 人/世帯を超えていましたが、令和 2 年では平均
2.6 人/世帯となっています。 世帯人員の減少にあわせて、三世代の世帯は減少しています。特に高齢単
身（65 歳以上）または高齢夫婦世帯（夫 65 歳以上、妻 65 歳以上）は岐阜県全体より割合は小
さいですが着実に増加しています。 

図 ２-2 美濃加茂市の人口、世帯、世帯あたり人員の推移（国勢調査） 

 

 

 

 
図 ２-3 高齢者のみ世帯（高齢単身、高齢夫婦）の推移（国勢調査）  
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２. 『住まい』の現状 

１）住宅総数 

住宅・土地統計調査 （総務省）7をみると、平成 30 年の本市の総住宅数は約 2 万 5 千戸となって
おり、平成 25 年から減少しています。総世帯数は平成 30 年で約 2 万 1 千世帯と増加傾向にあり、一
世帯あたりの住宅数は平成 25 年の 1.29 戸/世帯から 1.2 戸/世帯に減少しています。 

図 ２-4 美濃加茂市の総住宅数、総世帯数、世帯あたり住宅数（住宅・土地統計調査） 

２）住宅の所有関係、建て方 

住宅の所有関係の割合は、持ち家が 65%から 70%、借家が 30%前後で推移していますが、近年持
ち家率が上昇傾向です。住宅の建て方は、一戸建てが 70%、共同住宅が 30%前後で推移しています。 

  
図 ２-5 美濃加茂市の住宅の所有関係、建て方の推移（住宅・土地統計調査） 

３）新築持ち家数 

住宅・土地統計調査より、平成 30 年の持ち家住宅のうち、建築年数別で新築と建替件数をみると、
近年においても新築の割合が高く、住宅の新築需要に大きな減退はみられません。 

 
図 ２-6 美濃加茂市の建築年と持ち家の件数（建替・新築）（住宅・土地統計調査（H30）） 

 
7 住宅・土地統計調査は抽出調査のため、調査結果は推計値となる。 
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３. 『空家等』の現状 

１）住宅・土地統計調査における空き家 

住宅・土地統計調査（総務省）をみると、美濃加茂市の
空家率は、平成 25 年調査においては 29.7％であったもの
の、平成 30 年調査では 13.1 ポイント減少し、16.6％となり
ました。それでも、全国平均や県内平均を上回っており、県内
市町村のうち 7 位と高い空き家率となっています。 

なお、住宅・土地統計調査が対象とする「空き家」には、賃
貸用、売却用の住宅が含まれ、さらに戸建て、共同住宅が合
算されています。平成 30 年調査は、戸建ての空き家は
1,440 戸から 1,510 戸とわずかに増加したものの、共同住宅
等の空き家が 4,510 戸から 2,690 戸と大きく減少し、空き
家率は減少しています。平成 25 年度調査時は、大規模工
場の撤退が続いた時期であり、期間従業員等の減少が共同
住宅の空き家数に一時的に影響したと考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本計画で主に対策の対象としている、建て方を「一戸建て」、

空き家の分類を「その他の住宅」として空き家率を確認すると、
平成 30 年においては 7.5％であり、全国、岐阜県全体より
低い値です。近年の変化でみると、平成 25 年から 0.5 ポイン
ト低下しており、空家等の発生は抑制されています。 

 
 
 
 
 
 

  

住宅総数 空家数 空家率 順位
全国 62,407,400 8,488,600 13.6% -
岐阜県 893,900 139,800 15.6% -
岐阜市 206,100 39,040 18.9% 5
大垣市 72,000 11,460 15.9% 10
高山市 38,950 7,790 20.0% 3
多治見市 48,380 6,740 13.9% 20
関市 37,670 5,430 14.4% 15
中津川市 33,060 5,000 15.1% 14
美濃市 8,440 1,280 15.2% 13
瑞浪市 16,610 2,700 16.3% 9
羽島市 27,200 2,940 10.8% 27
恵那市 21,520 3,420 15.9% 11

美濃加茂市 25,350 4,210 16.6% 7

土岐市 23,880 3,350 14.0% 17
各務原市 63,080 8,300 13.2% 23
可児市 42,880 4,200 9.8% 29
山県市 11,260 1,860 16.5% 8
瑞穂市 24,700 3,220 13.0% 24
飛騨市 10,100 1,830 18.1% 6
本巣市 13,270 1,750 13.2% 22
郡上市 17,890 3,950 22.1% 2
下呂市 14,230 2,780 19.5% 4
海津市 12,720 1,350 10.6% 28
岐南町 11,480 1,570 13.7% 21
笠松町 9,790 1,490 15.2% 12
養老町 10,780 1,360 12.6% 25
垂井町 10,180 1,420 13.9% 19
神戸町 7,330 1,040 14.2% 16
揖斐川町 9,420 2,100 22.3% 1
大野町 8,340 710 8.5% 30
池田町 8,980 1,060 11.8% 26
北方町 8,600 1,200 14.0% 18
御嵩町 7,150 540 7.6% 31

住宅・土地統計調査が対象とする「空き家」 
「二次的住宅」 …別荘など、週末や休暇時に避

暑・保養などの目的で使用される住宅
や、普段住んでいる住宅とは別に、た
まに寝泊りする人がいる住宅 

「賃貸用の住宅」…新築・中古を問わず，賃貸の
ために空家になっている住宅 

「売却用の住宅」…新築・中古を問わず，売却の
ために空家になっている住宅 

「その他の住宅」…人が住んでいない住宅で，例
えば，転勤・入院などのため居住、世
帯が長期にわたって不在の住宅や建
て替えなどのために取り壊すことにな
っている住宅など（注：空家の区分の
判断が困難な住宅を含む。） 

本計画の
主な対象 

表 ２-1 空き家率（住宅・土地統計調査（H30）） 

図 ２-8 戸建て空家（その他の住宅）の推移（H30）） 
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図 ２-7 住宅・土地統計調査における空き家の定義 
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２）空家等状況把握のための調査 

平成 29 年に策定した第 1 期計画にあたり、市では空家等候補を抽出して現地調査（「空家等実態
調査」）を実施し、空家等の件数や管理状況、建物の老朽度に関して調査し、実態の把握を行いました。 

また、空家等の所有者の特定ができるように建物所有者調査を実施しました。現地調査を実施した空
家等のうち、建物所有者が特定できた家屋等8 の所有者に対し、利用実態や管理状況、今後の使用及
び管理の意向等に関するアンケート調査（「空家等所有者に対するアンケート調査」）を実施しました。な
お、新たな空家の情報提供があれば、その都度現地調査を継続して実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 本章では概要のみを示し、詳細は巻末に資料編として掲載します。 

図 ２-9 空家等の現状整理の方法 

 
 
 

 
  

 
8 空家等実態調査の調査対象家屋の所有者に郵送によるアンケートで建物の利用状況を質問しています。空家等実態

調査の結果、居住や倉庫等に常態的に使用されている場合を除き空家等としています。 

市の調査による把握 ※        

【空家等所有者に対するアンケート調査】 
   ●空家等の利用実態 

●空家等となった理由 
   ●維持管理状況 
   ●今後の利活用の意向 

 ●空家等の利活用・管理に関する要望 
 

項
目 

統計データによる把握 ※    

 
【国勢調査】 

●人口・世帯数の推移  
                
 
【美濃加茂市人口ビジョン】 

●地区別人口の推移 
●将来人口予測推移 

 
【住宅・土地統計調査】 
   ●住宅数、空家数、空家率 
   ●空家における建て方、腐朽・破

損の有無 

【空家等実態調査】 
   ●空家等の数、場所の調査 
   ●管理状況の調査 
   ●建物の老朽度の調査 

所有者調査（市外在住含む） 

項
目 

項
目 項

目 

項
目 

項
目 

平成 28 年実施 
以降追加調査 

平成 28 年実施 
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３）美濃加茂市空家等実態調査【抜粋】 

第１期計画策定時の平成 28 年に全体調査を行い、その後も継続的に調査を実施している空家等実
態調査の結果を示します。なお、調査概要や結果の詳細は巻末の資料編に掲載するものとし、ここでは地
区別の評価結果を抜粋して掲載します。 

平成 28 年の調査から毎年実態調査を継続していき、令和 3 年時点では調査件数累計 673 件とな
りました。 

表 ２-2 空家等の状態の目安 

A 適正に管理され健全である D 適正な管理を促して放置されないようにする必要がある 
B 利活用を検討できる E このまま放置すると危険になる 
C 適正な管理をする利用者が必要である F 対策が必要である（特定空家等9候補） 

 
表 ２-3 地区別の空家等の老朽度 

 
 
 
 
 
 
 

 
※古井の空家２件は調査期間中に除却されたため評価なし   

 
 
 
 
 
 
 
 
第１次計画期間中の５年間で、除却等された空家は 43 件あります。 
これらを差し引いて現在空家として把握しているのは 630 件になります。 

表 ２-4 調査件数および除却数、利用数 

  太田 古井 山之上 蜂屋 加茂野 伊深 三和 下米田 計 

調査数 210 236 25 56 63 9 17 57 673 

除却等 15 17 1 3 3 0 1 3 43 

現存する空家 195 219 24 53 60 9 16 54 630 

  

 
9 空家法第２条で以下のとおり定義されており、本計画でもこの定義に即します。 

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害とな

るおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

※令和 3 年 12 月末現在 

※令和 3 年 12 月末現在 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太田

古井

山之上

蜂屋

加茂野

伊深

三和

下米田

A

B

C

D

E

F

16%

33%36%

7%

5%
3%

A

B

C

D

E

F

太田 古井 山之上 蜂屋 加茂野 伊深 三和 下米田 合計
A 26 40 6 11 8 1 4 8 104
B 70 86 5 10 23 2 6 22 224
C 83 82 11 21 25 2 4 13 241
D 13 13 1 8 3 2 1 7 48
E 9 5 1 6 3 2 2 6 34
F 9 8 1 0 1 0 0 1 20

評価なし ー 2 ー ー ー ー ー ー 2
合計 210 236 25 56 63 9 17 57 673

図 ２-11 地区別の空家等の老朽度 図 ２-10 空家等老朽度の割合 
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空家等は市全体で 630 件把握しており、そのうち 88%は評価 A～C の比較的健全な状態です。空
家件数は太田地区、古井地区に多く、また 11 件（2%）ある評価 F の空家のほとんどは両地区内にあ
ります。 

 
図 ２-12 地区別評価結果 

  

16%

35%
37%

7%
4%

2%

A

B

C

D

E

F

 195 
 219 

 24 

 53 

 60 

 9 

 16 

 市全体 
630 件 

 54 

健全 

老朽化 
管理状態悪い 
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空家の築年数と状態評価（A～F）の関係を整理した結果を示します。 
本市の空家等は築年数 31～50 年程度が多くなっており、築年数 41～45 年（昭和 48～52 年）

が最多です。この年代の空家等の状態は、評価 A～C と比較的良い状態が多く、D 以上は 10%程度で
す。 

築年数 51 年以上（昭和 38 年以前に建築）の空家等では評価 D∼F の占める割合が大きくなってい
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※築年数は調査時点（平成 28 年度および追加調査）の年数 
 

図 ２-13 築年数別空家の状態と件数 
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４）空家等所有者に対するアンケート調査【抜粋】 

第１期計画策定時の平成 28 年度（2016 年度）に、空家等所有者に対するアンケート調査を実
施し、配布数 444 票のうち 229 票（51.6%）を回収しました。調査概要や結果の詳細は巻末の資料
編に掲載するものとし、ここでは地区別の評価結果を抜粋して掲載します。 

 

 空家等所有者の年齢 

空家等の所有者は、60 代以上の方が 73%を占めます。 
 

 
 
 

 維持管理で困ること（複数回答） 

建物の維持管理で困ることの最多は「特にない」で 33%でした。困ることがある方のうち、最も多かったの
は「管理の手間が大変」で 31%、次いで、「身体的・年齢的に大変」が 26%となっています。 
 
 

 
 
 
 

29歳以下 3 1%

30代 2 1%

40代 13 6%

50代 36 16%

60代 94 41%

70代 49 21%

80代以上 26 11%

未記入 6 3%

総計 229 100%

31 31%
26 26%
22 22%
10 10%
5 5%
7 7%

33 33%
134 －

特にない

総計

管理の手間が大変

身体的・年齢的に大変

現住所から建物までの距離が遠い

管理の費用が高い

管理者を探すのが難しい

その他

1% 1%

6%

16%

41%

21%

11%
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30代

40代

50代
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70代

80代以上
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表 ２-5 空家等所有者の年齢 

表 ２-6 維持管理で困ること 
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図 ２-14 空家等所有者の年齢 

図 ２-15 維持管理で困ること 
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４. 第１期期間中の空家等対策の取組結果 

１）危険な空家の除却 

第１期計画では、空家等実態調査の結果により総合評価Ｆと判定された空家等が 12 件あったこと
を踏まえ、改善もしくは撤去件数 3 件を計画の目標値として設定しています。 

その対策として、美濃加茂市老朽空家除却事業補助金を創設したほか、年に１度 E 判定と F 判定
の空家の現況調査を実施し、所有者に対して空家の適正管理（補修等による適切な管理について）の
依頼文書を空き家出張相談会の開催案内とともに送付しています。 

また、案内を受けた空家所有者の方から相談を受けた場合は、今後の対策を提案しています。 
このような取組の結果、期間中に、16 件の危険な状態の空家の除却（評価 F が 6 件、評価 E が

10 件）が進行しました（補助金を使っていないものを含む）。 
 

２）空家等の件数（空家等実態調査） 

市では、第１期計画策定にあたり平成 28 年に空家等実態調査を 606 件に対して実施しました。その
後、毎年 10 件程度を調査し、令和 3 年時点で 673 件の空家等の状態を把握しています。 

 

３）空家等に関する相談実績、相談会の実施 

市では、住民からの空家等に関する相談に対して、総合窓口（都市計画課）を設け、空家等全般の
相談を受け付けました。空家等の相談件数は、下記のとおりです。 

また、空家等の相談会を夏頃に年１回程度開催しています。 
表 ２-7 空家等の相談実績 

   ※令和 3 年 12 月末現在   

４）美濃加茂市空家等対策庁内会議の設置 

平成 29 年 7 月に「美濃加茂市空家等対策庁内会議」を設置しました。 
 

５）美濃加茂市空家等対策審議会の設置 

平成 29 年 8 月に「美濃加茂市空家等対策審議会」を設置しました。 
 

６）美濃加茂市老朽空家除却事業補助制度の創設 

平成 29 年 10 月に「美濃加茂市老朽空家等除却事業補助金」を制定しました。 
 

７）空き家バンクの開設 

平成 30 年 3 月に「空き家バンク」を開設しました。 
 

８）空き家バンクへの登録状況、活用状況 

令和 3 年 12 月までの実績は、登録件数 48 件、空き家バンクを活用した成約件数 19 件です。 

  平成 2９年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 
相談実績 26 件 16 件 16 件 46 件 56 件 
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５. 現状と課題の整理 

本市の空家等とそれを取り巻く環境について現状と課題を整理します。 

１）『ひと』に関すること 

【現状】 
・全国的に人口が減少するなか、本市では人口増加傾向が続いているものの、増加率は低くなっており、
いずれ減少基調が訪れます。地区別でみると、すでに減少している地区があります。 

・世帯数は増加し、１世帯あたりの世帯人員は減少しています。特に、高齢者のみの世帯（65 歳以上
の単身、夫婦のみ）の割合が高まっています。 

【課題】 
・高齢者のみの世帯が増えており、家屋の相続の際に所有者・管理者が不明となることが懸念されます。 
・建物所有者が健在のうちに、将来的に空家等となる恐れがある家屋の今後の利用方法を検討すること
や、転居、死亡、相続などの空家等が発生するタイミングでそれを把握する必要性があります。 

 

２）『住まい』に関すること 

【現状】 
・住宅・土地統計調査の結果をみると、住宅数、世帯数ともに増加しています。世帯数に対する住宅数
の比は平成 30 年で 1.2 戸/世帯と住宅数が多くなっています。 

・本市の住宅は、持ち家・一戸建てが中心であり、また、近年でも住宅需要には新築志向がうかがえます。 
【課題】 

・住宅ストックは蓄積しているため、住宅需要が比較的高いうちにこれらの活用・更新を行わないと、今後
人口減少に転じた際に築年数の高い空家等が多く発生する懸念があります。 

 

３）『空家等』に関すること 

【現状】 
・住宅・土地統計調査の結果をみると、平成 25 年から 30 年で、空家等の発生はわずかに増加した程
度です。住宅総数が増加したため、空家率は減少しています。 

・これまで実施した空家等実態調査では、老朽度や管理状態が比較的良く、そのままの状態や軽微な
修繕により使用可能となる空家等が大部分を占めています（評価 A∼C が 87%）。 

・建築年別にみると、築後 50 年を経過すると状態の悪い空家等（評価 D～F）の割合が高くなります。 
・所有者アンケートより、空家の維持管理を行っている者は「所有者」と「所有者の家族・親族」の割合が
高く、また、空家等の所有者は 60 代以上が 7 割以上（平成 28 年時点）となっています。 

【課題】 
・空家等を管理できない理由には「高齢化」が挙がっており、今後、所有者等の高齢化がさらに進むことを
考えると、空家等の管理を所有者のみで担うことは難しくなることが予想されます。 

・建築年数 40 年程度の空家が多いため、今後、これらの状態が悪化することを防ぐ必要があります。 
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第３章  空家等対策の基本的な考え方 

１. 基本的な方針 

美濃加茂市空家等対策とは、適正に管理されていない空家がもたらす安全性の低下や公衆衛生の悪
化、景観の阻害等を抑制する対策を総合的かつ有効的に実施し、良好な生活環境を維持するとともに、
くらしやまちの魅力向上を目指すものです。 

そのために、「安全安心な生活環境の保全」と「空家の利活用」を図ることを基本の柱として、空家の実
態と段階に応じた対策を実施します。 

 

未来を叶える renokamo 
～くらしとまちのリノベーション～ 

そこには、暮らしが在りました。 

そこでは、多様な生活スタイルがあり、それぞれ固有の物語が流れ、それらを大切に育ん

できました。だから、それまで暮らしてきた人は、その大切な想いをこれから暮らしていく

人へ大切に繋いでいきたいという願いがあります。 

その願いは、これから暮らす人にとって、新たな生活をやさしく迎え入れてくれる手助け

となり、理想の暮らし、自分らしい暮らし、丁寧でこだわりのある暮らしの実現に向かって

僅かばかりのお手伝いをしてくれるのではないでしょうか。 

こうして、過去から未来へ人と人とが思いやり優しく繋がる暮らしが在る。そんな暮らし

の連鎖がまちじゅうに広がりまち全体が素敵なまちへと育っていく。 

・・・そんな未来を叶えたい。 

 

renokamo 
renovation 
re 

Re: 

renovation+minokamo 
改修・刷新 
再び、繰り返し 
返信、応える 

 

くらしやまちの新しい価値づけ 

まちの再生、まちの新たな魅力づくり 

まちの希望に応える 

 

 

２. 空家等対策の施策体系 

目標の実現にむけて、住宅・空家等の実態と段階に応じて適切に対策を実施するための 6 つの方向性
を設定しました。 

 

Ⅰ．空家等発生の予防 

Ⅱ．空家等の把握 

Ⅲ．空家等の積極的な利活用 

Ⅳ．空家等の適正な管理 

Ⅴ．危険な空家等になる前の対応 

Ⅵ．特定空家等に対する措置 

次ページより、住宅・空家等の段階に対応した施策体系を示します。 
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         健全な空家    居住中・利用中 

空家になる前の対応 
 
• 空家の実態調査結果では、そのままの

状態や軽微な修繕により使用可能とな
る空家等が数多くあります。 
 

• 統計調査では空家数は減少しており、
住宅需要はあることから、利活用を促
すことが重要です。 

増加が懸念される空家への対応 
 
• 本市では、人口増加が続き新築ニー

ズも高い状態が続きましたが、今
後、不要な住宅の発生が懸念されま
す。 
 

• 建物所有者が健在のうちに、将来的
に空家等となる恐れがある家屋の把
握と、管理不全となる空家の発生を
抑える必要性があります。 

Ⅰ.空家等発生の予防 
 
市民に対し空家等の問題
意識の醸成、空家等の管
理を意識付けるなど、空
家等発生の予防を推進し
ます。 
 
 〇相談窓口の設置 
〇空家等の適正な管理に
対する啓発 

Ⅱ.空家等の把握 
 

本市で実施した空家等実態
調査や意向調査、市民から
の情報提供、空家発生時の
情報収集により空家等を適
切に把握します。 

 
 〇空家等のデータベース化 
〇地域住民からの情報収集によ
る実態把握 

〇死亡届時の空家等の情報収
集 

〇相続登記の義務化(R6.4∼) 

Ⅲ.空家等の積極的な 
利活用 

所有者・利用者のニーズを
マッチさせ空家等の流通を
促進するとともに、リノベ
ーション等による地域資源
としての活用を進めます。 
 
 〇空き家バンクによる利活用可能
な情報の発信 

〇住みかえ支援制度の利用促進 
〇空家等の除却や跡地活用に関
する意識啓発 

〇地域資源としての活用 

思い出が詰まった
この家は将来どう
なるのかな？ 

空家を相続するこ
とになったけれど
何か手続きが必要
なのかな？ 

利活用の方法って
たくさんあるんだ
な。利活用の方法
を相談してみたい
な。 

  

建築物の耐震関連 
補助事業 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に
着工された建築物について
耐震化を促進するための補
助 

（都市計画課） 住宅工事等補助金 
自己が所有かつ、居住する家
屋の増改築等の工事費を補助 

   （商工観光課） 

商店街空き店舗 
活用補助金 

空き店舗を借りて新たに事業
を始める事業者を対象に賃借
料を補助  （商工観光課） 

空き家の発生を抑制
するための特例措置 

空家となった被相続人の住宅
を相続した相続人が耐震化ま
たは取り壊しをした後に、家
屋または敷地を譲渡した場合
にかかる譲渡所得の金額の一
部を特別控除（都市計画課） 

空
家
等
の
補
助
・
助
成
制
度 

小規模企業者事業所
等整備補助金 

小規模企業者や、新たに創業
される方を対象に、店舗など
の改修や新築の費用の一部を
補助    （商工観光課） 

施
策
の
方
向
性
・
施
策 

空
家
の
状
況 

本
市
の
空
家
等
に
お
け
る
課
題 

図 ３-1 施策体系図 

＜住宅・空家等の段階に対応した施策体系＞ 
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管理不全となっている

空家への懸念 
• 空家の管理状況が悪く、

建物の老朽度が高いと評
価された建物ほど、所有
者は「どうしていいかわ
からない」。 
 

• 空家等を放置すると急
速に老朽化が進み、周
辺へ悪影響を及ぼしま
す。 

防災・防犯上危険な空家

への懸念 
• 老朽化が進行し危険な状態

となった空家については、
このまま放置された場合に
倒壊の危険性、放火による
火災や周辺への延焼、ゴミ
の放置、周辺環境や景観へ
の影響などが懸念されま
す。 

     危険な空家    管理不全空家  

空家の管理の懸念 
 
• 今後、所有者等の高齢

化がさらに進むことを
考えると、空家等の管
理を所有者のみで担う
ことは難しくなること
が予想されます。 

• 空家の相続登記がされ
ず、所有者が不明とな
ることから空家の管理
不全につながります。 

Ⅳ.空家等の適正な管理 
  

空家等の適切な管理は、その所
有者等が自らの責任により行う
必要があります。適切な管理を
行わない所有者に対する啓発・
依頼や管理することが困難な方
への民間事業者を紹介等により
適切な管理を促進します。 
  
  〇相談会の実施 

〇シルバー人材センターとの協定 
〇空家パトロールの実施、所有

者等に対する周知・啓発 

Ⅴ.危険な空家等に 
なる前の対応 

倒壊等著しく危険となる空
家等（特定空家等）になる
前に、取り壊し等を推進し
ます。 
   

〇除却等に要する費用の一
部を補助する制度の活用 

〇除却した空家等跡地の活
用の促進 

Ⅵ.特定空家等に対する 
措置 

特定空家等に対する措置
については、空家等の管
理状況や所有者等の事
情、地域住民への悪影響
の範囲や程度、危険等の
切迫性を考慮しながら対
応します。 
  
  〇特定空家等の認定 
〇特定空家等に対する措置 
〇固定資産税の住宅用地

特例解除 

遠くに住んでいて
なかなか空家の管
理が出来ないけれ
ど、何か良い方法
はないかな。 

空家を取り壊すの
に、費用はどれく
らいかかるのか
な。 

空家から瓦が落
ちそうだけど、
もし誰かに怪我
をさせてしまっ
たら…。 

     

低未利用地の適切な 
利用・管理を促進するための 

特例措置 
土地とその上物の取引額の合計が
500 万円以下、都市計画区域内の
低未利用地等の要件を満たす取引
について、売主の長期譲渡所得を
一部控除する  （都市計画課） 

老朽空家除却事業補助金 
市内にある老朽空家を除却する方に対してその除却費用の一部を
補助する                  （都市計画課） 
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３. 成果指標 

１）成果指標<個別施策に対する指標> 

「安全安心な生活環境の保全」と「空家の利活用」を図るため、数値目標を３つ掲げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標値❶設定の根拠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３-2 利活用に関する相談件数 

 
  

令和３年 12 月時点の空家に関する相談件数 
……74 件（※） 
（※）都市計画課受付…56 件 

まちづくり課 受 付…18 件  合計 74 件 
 
＜相談内容の内訳＞ 
・空家の取り壊しについて、除却補助金…22 件 
・適正に管理されていない空家について…29 件 
・空き家バンクや税制度など、 
利活用について       …23 件 

 

空家の利活用 

         健全な空家     居住中・利用中 

目標❶ 

目標値❶ 

空家の利活用に関する意識の醸成 

空家に関する相談内容のうち、利活用に関する相談を 
全体の 53％にする。（令和 3 年度 31%） 

今後空家をどのようにしたいと考えていますか？ 
（平成 28 年度実施の空家所有者に対する 

アンケート調査結果より） 
 

・売却したい    …30% 
・賃貸したい    …15% 
・数年以内に家族が住む  …4% 
・地域のために有効活用をしてもらいたい 4% 
 
・除却したい    …19% 
・現状維持したい   …6% 
（利用の予定なし） 
・家族に任せる   …3% 
・その他    …14% 
・未回答    …5% 

53% 

利活用に関する相談（23 件） 
相談件数（74 件） 

=31% 

 
UP 
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目標値❷設定の根拠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３-3 管理不全空家数(E・F 判定)の抑制 

 
 
 
 
 
 
                            

  

安全安心な生活環境の保全 

       危険な空家      管理不全空家  

目標❷ 

目標値❷ 

管理不全空家数の抑制 

令和 14 年（2032 年）の管理不全空家数を 
38 戸に抑える。 
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値

新
た
な
策
を
講
じ
な
い
場
合

 11.7% 
減 

目標❸ 

目標値❸ 

管理不全空家の解消 

市からの改善依頼・注意喚起後の改善率※を 75%にする。 
（所有者から改善に向けた意思が確認できたものを含む） 
（令和３年 12 月末時点 63%） 

・全国の空家 
抑制率を採用 
（詳細は次頁参照） 

改善件数（年間） 
相談・苦情の件数（年間） 

※ 改善率 ＝  
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２）成果指標<総合的指標> 

基本的な方針及び空家等対策の６つの方向性の達成度合を定量的に確認するため、住生活基本計
画に示している空家に関する成果指標を参考にして、本計画の目標値を以下のとおり設定します。 

 
 
 
 
 
 
目標値（総合的）設定の根拠 
【全国】 
・その他空家数 349 万戸（2018 年）→400 万戸程度に抑制（2030 年） 

※住生活基本計画（全国計画）に示している空家に関する成果指標 
・2030 年及び 2032 年の空家数は、2008 年→2018 年の増加率を基に算出（8.1 万戸/年） 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３-4 全国のその他の空家の実績値、予測値、目標値※（住生活基本計画） 

【美濃加茂市】 
・その他空家数 1,250 戸（2018 年）→1,920 戸程度に抑制（2032 年） 
・2030 年及び 2032 年の空家数は、2008 年→2018 年の増加率を基に算出（66 戸/年） 
・2032 年の目標値は国の減少率を基に算出 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３-5 美濃加茂市のその他の空家の実績値、予測値、目標値 
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 11.7% 
減 

目標（総合的） 居住目的のない空家数※の抑制 
※住宅・土地統計調査（総務省）における賃貸・売却用等以外のその他の空家数 

令和 14 年（2032 年）のその他空家数 
（≒一戸建て空家数）を 1,920 戸程度に抑制する。 目標値（総合的）

※住生活基本計画（全国
計画）に示している数値
からの想定値 

・「住宅・土地統計調査」
（５年ごと）の結果をもとに
検証します。 

※３月末日の数値とする 

※３月末日の数値とする 

※３月末日の数値とする 
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第４章  空家等対策の施策と取組 

１. 空家等発生の予防 

空家等発生の要因は、所有者の死亡等による相続時、遠方に住む管理者等の意識の希薄化、高齢
化によって管理ができなくなるなど様々ですが、日頃から自らの財産について将来の活用方法や引き継ぎ等
について意識しておくことが必要です。 

様々な機会において市民に対し、空家等に関する問題意識の醸成、空家等の管理を意識付けするな
ど、空家等発生の予防を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）相談窓口の設置 

市では、住民からの空家等に関する相談に対して、総合窓口（都市計画課）を設け、空家等全般の
相談の受付を行います。相談の内容に応じて担当課と調整し、迅速な回答や対応に努めます。 

本市においては、高齢者のみの世帯が増えており、空家等発生の予防が重要になってくることから、すでに
空家等となった住宅に関する相談だけではなく、将来空家等になる可能性のある住宅（空家等予備軍）
に関しても相談を受け付けするとともに、「わが家の終活セミナー」などの出前講座を開催して、空家等の発
生防止や増加抑制に努めます。 

 
  

ご家族と一緒に話し合いましょう!! 

活用方法 
・家族が空家を使う予定はあるか 
・売る、貸す、壊して土地を売る 
 
管理方法 

・管理は誰が、どのように行うか 
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２）空家等の適正な管理の啓発 

空家等所有者のみでなく、広く市民に対しても空家等の適正な管理に対する啓発を行い、将来空家等
になる可能性のある住宅（空家等予備軍）に対して問題意識を喚起します。 

広報みのかもなどのメディアの活用により、空家等の管理の重要性を市民に知ってもらい、将来、自分の
所有する住宅をどうしていくのか見通しを立てられるように相談に乗ることにより、将来の空家等の増加を抑
制していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４-1 広報みのかもによる空家特集（令和 3 年（2021 年）8 月号） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

図 ４-2 固定資産税の納税通知に同封したチラシ  
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２. 空家等の把握 

本市で実施した空家等実態調査や意向調査、市民からの情報提供、空家発生時の情報収集により
空家等を適切に把握します。 

 

１）空家等のデータベース化 

第１期計画策定時の平成 28 年度に全市を対象に実施した空家等実態調査は、それ以降、住民等
による情報提供をもとに毎年度調査を実施しています。 

ＧＩＳ（地理情報システム）等で空家等を整理し、空家等実態調査の結果、空家等アンケート調査
の結果、相談内容や対応結果を登録・更新し、各種対策の検討・実施に活用します。また、空家等の状
況は、データベースとして一元的に管理し、関係各課の対策実施や対策検討に活用します。 

 

 
 
 
 
 

図 ４-3 空家等のデータベースのイメージ 

  

【注意】 
図はデータベースのイメージとして場所および空
家等の位置・評価をランダムに表示したものであ
り、実際の居住の有無や建物状況、空家等実
態調査の内容とは一致していません。 
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２）地域住民からの情報提供による実態把握 

危険な状態となっている空家等の情報や、所有者の転居・入院等によって管理が行き届いていない住
宅など所有者の情報などについて、近隣住民や自治会等の情報提供により実態を把握します。 

また、それら情報提供に基づく空家等実態調査の追加調査を行い、それらをデータベース化します。 
 

３）死亡届提出時の空家等の情報収集 

所有者が亡くなった際に、新たに空家が発生する場合については、死亡届の提出時に配布している各課
での手続き一覧に空家の総合相談窓口を掲載し、空家等の所有者となる相続人に、空家等が問題にな
った場合の緊急連絡先のほか、固定資産税情報の取得等の同意書（図 ４-4）の提出をお願いします
（任意）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 ４-4 死亡届提出時の情報収集イメージ  

総合相談から、具体的・専門的
な相談窓口へ繋ぎ、早めの利活
用や除却を促します。 
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４）相続登記の義務化 

令和 6 年 4 月 1 日より、相続登記が義務化されます。相続登記とは、土地・建物などの所有者が亡く
なった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。 

現在までは、相続登記の義務がなかったため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土
地・建物などの所有者がわからなくなるという事態が生じていました。これは、所有者不明空家等増加の一
因と言えます。本市はこの制度の周知を図り、所有者不明空家の増加抑制に努めます。制度の周知や啓
発の方法としては、内容を分かりやすく説明したパンフレットの作成、本市公式ウェブサイトでの情報発信、
また、セミナー等の実施を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４-5 相続登記の義務化 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 相続登記の義務化 
・内  容 ： 相続人は取得を知ってから 3 年以内に相続登記することが必要 
・罰  則 ： 正当な理由なく怠れば、10 万円以下の過料が科される 

相続登記の義務化について
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３. 空家等の積極的な利活用 

専門家等との連携体制構築や所有者・利用者のニーズにあった方法を提案し、空家等の流通を促進し
ます。また、空家等を地域活性化に資する地域資源ととらえて活用を進めます。 

 

１）空き家バンクによる利活用可能な空家等情報の発信 

本市に存在する空家等の中には、現状のまま、あるいは多少の改修等を行うことで使用できるものも多く
存在します。利用されていない住宅の活用は、空家等の解消のみでなく、地域の活性化にもつながります。 

空家等の売買・賃貸等は、基本的には民間の不動産事業者による仲介によって行われていますが、一
層の流通促進のため、市が窓口となって所有者等からの「売却したい・貸したい」という希望と、市民や転入
希望者等からの「空家を購入したい・借りたい」という希望をマッチングするため、空家情報を含めた移住・定
住情報サイト「みのかも時間」を開設しています。 

市が窓口となって情報を収集・登録し、市への定住促進や地域の活性化を図り、地域コミュニティの維
持につながる魅力あるまちづくりに貢献することを目的とし、空家等を有効活用する取組を継続していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 ４-6 空き家バンク制度と移住・定住情報サイト「みのかも時間」 

 
  美濃加茂市空き家付随農地の取扱について 

市内の空き家に付随する農地の荒廃の防止を図ると共に定住促進に貢献することを目的とし、空き家

バンク制度に登録している空き家に付随する農地を当該空き家と共に売却又は賃貸する場合に限り、

農地法第３条による下限面積（最低経営用地面積）要件を引き下げています。これにより、空き家に付

随した農地の売却や取得がしやすくなっています。 
なお、農地法第３条による下限面積要件の引き下げやその農地を取得するためには、必要な手続きや

条件がありますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。 

美濃加茂市移住・定住情報サイト「みのかも時間」は右の QR コードからご覧いただけます 
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２）住みかえ支援制度の利用促進 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）では、一定の条件の下、個人の住宅を借上げて転貸
し、賃料収入を保証する「マイホーム借上げ制度」を運営しています。本市では、市民に対し、空家等の賃
貸及び年齢や家族構成の変化に伴う住み替えの際に利用可能な制度の一つとして、「マイホーム借上げ
制度」の周知を図り、利用を促進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI) 

図 ４-7 住みかえ支援制度 

 

３）空家等の除却や跡地活用に関する意識啓発 

空家等の除却に関する補助制度、税制上の特例措置に関する情報、空き家バンク等を利用した流
通・活用や跡地活用の事例などを広報、ホームページ等を通じて周知し、意識啓発に努めます。 

 

図 ４-8 空家に関する意識啓発（令和 3 年（2021 年）広報みのかも 8 月号） 
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４）地域資源としての活用 ～空家を「問題」ではなく「資源」として捉える～ 

空家は、防災・防犯・衛生・景観・生活環境等の面で大きな問題を生じさせ、いわゆる「空家問題」とし
て危惧されています。一方、空家には、資源としての価値もあります。 

空家を活用することの利点としては、一般的に初期投資を抑えられることや、改築などの工事期間を短
縮することが可能であり、自分の夢を実現させる近道になり得ます。また、空家にはかつてそこに暮らしがあっ
たという実績から、地域に馴染みやすい環境を既に持っているという利点もあります。 

このように空家を貴重な資源として捉え、活用を促すための取り組みを検討していきます。 
 
ライフスタイルにこだわりをもった世代や、空家等を店舗や事務所、作業スペースとして利用する新たな居

住者のニーズに応えるため、古民家等の取り壊し等の際に発生した資材を事業者がストックし、それらをリフ
ォームやリノベーションに活用するなど、民間事業者と連携した空家等の利活用推進を図ります。 

また、リフォームやリノベーションには一定の費用がかかります。そこで、これまで暮らしてきた”ひと”の思いを
大切に受け継ぎながら、これからのまちの発展等のために「住み続けるための補助制度」や「空家の利活用
に関する補助制度」を検討していきます。 

利活用が可能な空家等については、市場での売却や賃貸等の流通だけでなく、空家等の所有者等の
合意を前提として、地域のコミュニティ拠点となる施設としての活用など様々な政策課題の解決に資する施
設としての利活用を視野に入れ、空家等の多様な利活用の検討をしていきます。  

ひとつのリノベーションが次のリノベーションを呼び込み、にぎわいが生まれることによりそのエリア全体の魅力
が向上する魅力的なまちづくりが期待できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

築 100 年の 
古民家（旧 
櫻井邸）を 
リノベーショ
ンし里山体験
施設として活
用（活動中） 

空家を改修する 
DIY ワークショップ 
（伊深地区） 

「旧伊深村役場庁舎」（国登録有形文化財）を里山の
魅力を発信するカフェ「いぶカフェ」として活用 

空家の活用に向けて、敷地内を 
整備（三和まちづくり協議会） 

図 ４-9 リノベーションの例 
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４. 空家等の適正な管理 

空家等の適切な管理は、その所有者等が自らの責任により行う必要があります。適切な管理を行わな
い所有者に対する啓発・依頼や管理することが困難な方への民間事業者を紹介等により適切な管理を促
進します。 

 

１）相談会の実施 

岐阜県住宅供給公社「空き家・すまいの総合相談室」の出張相談を活用し、無料の空家相談会を開
催しています。 

また、今後は関係団体等との連携により、空家に関するセミナーや専門家からアドバイスが受けられる相
談会を開催します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）シルバー人材センターとの協定 

空家等の所有者が遠方で生活しているなど、空家等の管理が難しい場合があります。そこで、近隣住民
の生活に影響を与える空家（管理不全空家）の増加を抑制するためにも、本市のシルバー人材センター
と協定を結び、空家等の管理・見回りを委託する体制を構築していきます。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
図 ４-10 シルバー人材センターの主な仕事、新たに追加する仕事 

  

空地、土手
などの草刈り 

美濃加茂市シルバー人材センターの主な仕事 

【新規】「空家見守りサービス」 
建物、敷地の見回り 
雑草、庭木の繁茂の状態確認 

スーパーなど
の清掃 

障子、襖な
どの張り替え 

延長保育の
サポート 

庭の剪定 
刈込 

駐車場の 
管理 

墓地清掃 

・空家を貸したい 
・相続や登記のことが知りたい 
・解体やリフォームの費用が知りたい 
・遠方に住んでいるため、空家の管理が
できない 
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３）空家パトロールの実施、所有者等に対する周知・啓発 

定期的なパトロールの実施や自治会等地域や関係部局と連携した管理不全な空家等の早期発見に
努めます。 

把握した管理不全空家については、建物所有者に対し、空家等が周辺環境に及ぼす悪影響等を説明
し、適正な管理の実施を依頼します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４-11 管理不全空家への対応例 

  

自治会からの相談 

・所有者に対して、空家
等の適正な管理を依
頼する。 

<方法> 
所有者宅を訪問し、
現況を伝える。 
通知文書を送付す
る。 等 

まちづくり課 

環境課 

土木課 

・空き家バンクのご案内 

・空き地の適正管理依頼文書を
所有者へ送付 

・注意喚起のためカラーコーンを設置 

教育総務課 

・学校と危険空家の情報を共有 

実態調査 
【調査結果】 
・道路に瓦が落ちていた。 
・空家は交通量が多く、通学路に面しており、通行人
等に危害を加える可能性が高い。 

・庭の樹木が繁茂し、前面道路や隣地を越境している。 
・空家の隣にある空き地に草が繁茂し、衛生上悪影響
がある。 

関係各課と情報共有・緊急対応等 

所有者へ適正管理を依頼 

適正 管理について（お願い） 

空家等の現況 
・瓦が落下し、第三者に危害を
加える可能性があります。 

・樹木が繁茂し、前面道路には
み出しています。 

都市計画課 

改善 

（例）自治会から適正に管理されていない空家に
ついての相談が都市計画課にあった。 

相談内容：空家の瓦が道路に落ちていた。 
庭の樹木が道路に越境している。 

写真 
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５. 危険な空家等になる前の対応 

倒壊等著しく危険となる空家等（特定空家等）になる前に、取り壊し等を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４-12 危険な空家等を放置した場合の影響 

 

１）除却等に要する費用の一部を補助する制度の活用 

市では、老朽空家除却事業補助金を創設し、空家等実態調査で「老朽化して危険な空家」であると
判定された空家を対象に除却費の補助をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、従来より使いやすい補助金について検討していきます。  

 老朽空家除却事業補助金 
・対象空家： 空家法第 2 条第 1 項に規定する空家等のうち、住宅地区改良法（昭

和 35 年法律第 84 号）第 2 条第 4 項に規定する不良住宅として市

長が認めたもの又は空家法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等のう

ち、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅及び倉庫（車庫）で

あること。 
平成 28 年度以降に実施した空家実態調査の対象となった老朽空家

であること。 
・対 象 者： 老朽空家の所有者 
・内 容： 除却費の 1/3 以内であること（上限 300 千円） 

家屋の倒壊・損傷 雑草・樹木等の繁茂 ごみの放置・不法投棄 

放火による火災 損害賠償※ 不審者の侵入 

空家を放置するとこんな危険が！ ！

※ 外壁材等落下による死亡事故の賠償は、約 5630 万円という試算がある。 
（公益財団法人 日本住宅総合センターによる試算で、11 歳児が死亡した場合） 
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２）除却した空家等跡地の活用の促進 

国による空き家再生等推進事業（除却事業タイプ）は、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、
空き建築物の除却を行うことを目的として設けられた事業です。 

この事業は、空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象地区において、跡地が地域活
性化のために供される等の条件を満たす場合に限り、空家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用の
一部を、除却を行う者に対し補助する制度です。この制度についても、必要に応じて活用できるように検討
していきます。 

 

出典：国土交通省ホームページ 

図 ４-13 空き地等の新たな活用事例 

 
 

  

 事業主体 
民間 

 事業主体 
自治体 

 事業主体 
民間 

 事業主体 
官民連携 
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６. 特定空家等に対する措置 

空家等のうち、特定空家等に該当するおそれのあるものについては、速やかな改善が求められることから、
所有者に対して、早期に指導、助言を行うことが必要となります。 

このため、特定空家等に該当するか否かの判断に関わらず、市では、所有者に対し除却、修繕、立竹
木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう、指導、助言を行い、所有者
等自らの責任において、早期に解決が図られるように努めます。 

特定空家等に対する措置については、空家等の管理状況や所有者等の事情、地域住民への悪影響
の範囲や程度、危険等の切迫性を考慮しながら対応します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ４-14 特定空家等の判断の参考となる基準 

 

１）特定空家等の認定 

空家等が特定空家等に該当するか否かについては、多角的な観点から判断する必要があることから、市
の庁内組織である「美濃加茂市空家等対策庁内会議」にて市の方針を協議し、学識経験者によって構
成される「美濃加茂市空家等対策審議会」に意見を伺い、特定空家等に該当するか否かを総合的に判
断しています。 
  

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第 2 条第 2 項 
特定空家等： ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

   ●建築物の著しい傾斜 
   ●建築物の構造耐力上主要な部分（基礎、柱、土台など）の損傷 
   ●屋根、外壁等の脱落、飛散 等 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 
  ●吹付け石綿が飛散し暴露する可能性が高い 
  ●浄化槽、排水管等の破損により悪臭の発生のおそれがある 
  ●ごみ等の放置、不法投棄により悪臭、動物等の発生のおそれがある 等 
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 
  ●既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態 
  ●破損、汚損したまま放置され、周囲の景観と著しく不調和な状態 
④その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態 等 
  ●立木の枝等が近隣の敷地、道路にはみ出している状態 
  ●空家等に住みついた動物等が地域住民の生活に支障を及ぼす状態 
  ●不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている 等 
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２）特定空家等に対する措置 

特定空家等に対する空家法第 14 条に規定する助言又は指導、勧告、命令、行政代執行の措置の
程度については、所有者等の措置状況により個別に判断します。措置を講ずるに当たっては、事前に特定
空家等の所有者等に連絡を取り、その危険性等の現状を詳しく伝え、改善方策や所有者等の主張等を
十分に把握して、所有者等による解決を最大限目指すこととします。 

特定空家等に対する措置については、以下のフローに基づき実施します。 
 

 
 

図 ４-15 特定空家等に対する措置のフローチャート 

  

立入調査
（法第9条第2項）

特定空家等の判断

公告
（法第14条第10項）

略式代執行
（法第14条第10項）

所有者等を確知でき
ない場合

相続人全員の
相続放棄の申
述受理の確認

助言・指導（法第14条第1項）

勧告（法第14条第2項）

意見書提出、意見聴取（法第14条第6～8項）

命令（法第14条第3項） 標識の設置と公示
（法第14条第11項）

行政代執行
（法第14条第9項）

事前通知（法第14条第4項）

戒告書通知（法第14条第9項）

代執行令書通知（法14条第９項）

美濃加茂市空家等対策庁
内会議

美濃加茂市空家等対策審
議会

報告助言等

意見聴取

現地確認
（法第９条第1項）

行政関与の判断

所有者等の調査
（法第10条）

改善依頼・助言
（法第12条）

民事解決
関与非

建築基準法、道路法
等他法令の活用税務課等

照会・回答

改善

立入調査要

諮問・答申
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３）固定資産税の住宅用地特例解除 

特定空家等と認定し、是正について空家法に基づく「勧告」を行うことにより、固定資産税の住宅用地
の特例が解除されます。 

表 ４-1 住宅用地の特例 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 
面積が200㎡以下の住宅用地
(200㎡を超える場合は1戸当
たり200㎡までの部分) 

１／６ １／３ 

一般用住宅用地 小規模住宅用地以外の 
住宅用地 １／３ ２／３ 
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第５章   計画の実現に向けて 

１. 住民等から空家等に関する相談への対応 

市では、市民や自治会からの空家等に関する相談に対して、関係課と内容に応じた調整を行い、迅速
な対応に努めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ５-1 庁内の体制・担当業務と各主体の役割  

 

商工観光課 

◆空等等発生の予防 

• 住宅リフォーム補助を使用したい 
• 空き店舗を活用したい 

まちづくり課 
• 移住定住したい 
• 居住用の空家等を活用したい 
• 空き家バンクを利用したい 

◆空家等の積極的な利活用 

都市計画課 

総合窓口 

環境課 

土木課 

防災安全課 

税務課 

• 空家等にごみが不法投棄されている 
• 隣の空き地から樹木が越境している 

• 空家から道路へ樹木が越境し、
通行上支障がある 

• 防犯上危険な空家等がある 

• 固定資産税、都市計画税 
について知りたい 

• 近所に空家等がある 
• 耐震改修をしたい 

相談内容の例 

情
報
共
有 

情
報
提
供 

連
携 

関連法令 

• 空家等対策の推進に関する
特別措置法 

• 道路法第四十三条 
道路に対する禁止行為 

• 災害対策基本法第六十四条 
応急公用負担等 

• 廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第十九条の四措置命令 

◆危険な空家等の対応 

◆危険な空家等の除却 

都市計画課 

中濃建築事務所 • 建築基準法第九条 
違反建築物に対する措置 

都市計画課 

警察 

消防 

• 不審者の侵入 

• 放火による火災 

• 空家等を解体したい 
• 空家から瓦が落ちてきた 

• 倒壊の危険性が高い空家が
ある 

• 空家等対策の推進に関する
特別措置法 

• 空家等対策の推進に関する
特別措置法 

• 地方税法 
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２. 空家等に関する対策の実施体制 

市では、空家等における様々な問題に対応できるよう、関係各課が連携して取り組みます。 
なお、空家等の所有者等及び地域住民等からの相談・問合せに迅速に対応するため、空家等に関する

総合窓口を都市計画課内に設置します。 
空家法では所有者等が自らの責任により適切に空家等を管理することとなっていますが、空家等を、地域

社会全体での問題として捉え、多方面からの取組を実施する必要があります。計画をより効果的に推進する
ため、市の関連部署、事業者・専門家、地域住民等が、それぞれの責務や能力に応じて役割を分担し、相
互に連携し、空家所有者を支援しながら対策を実施することが重要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
  相談・連絡                 連携                       相談・連絡 
 
 
 
 
 

 
図 ５-2 庁内の体制・担当業務と各主体の役割 

 
表 ５-1 空家に関する専門的な相談 

専門家 相談内容 協会名 連絡先 

弁護士 
相続・遺言、遺産分割、相続放棄、 
成年後見、家族信託、借地・借家、 
相続財産管理人          など 

岐阜県弁護士会 058-265-0020 

司法書士 不動産登記、相続登記、遺言、 
成年後見、家族信託        など 岐阜県司法書士会 058-246-1568 

税理士 相続税、贈与税等の税に関すること 
                   など 

名古屋税理士会 
関税務相談所 0575-24-6093 

土地家屋調査士 
不動産登記、土地の測量・境界確定 

            など 
岐阜県土地家屋調査士会 058-245-0033 

建築士 設計、耐震診断、空家の維持管理・ 
利活用                 など 公益社団法人岐阜県建築士会 058-215-9361 

宅地建物取引士 土地、家屋、空家の売買や賃貸 
など 

公益社団法人岐阜県宅地建物
取引業協会中濃支部 
公益社団法人全日本不動産協
会岐阜県本部 

0574-23-1800 
 
058-272-5968 
 

美濃加茂市役所 
 空家等対策計画に基づき、空家等に関する適切な措置を行います。 
 地域住民から提供される空家等の情報や相談への対応については、総合的な窓
ロとしての役割を担うとともに、空家等の対策を推進します。 

空家所有者等 
 空家等の所有者や管理者
は、空家等が周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよ
う、責任を持って適切に管
理しなければなりません。 

事業者・専門家等 
 空家等の利活用・流通等
に関して、専門的な知識や
技術を活用し、事業者等の
立場に基づいた技術的な支
援等を行うなど、積極的な
協力が必要となります。 

地域住民（市民） 
 地域の生活環境の保全
のため、市との協働のも
とで空家等の対策 
に積極的に取り組 
むことを望みます。 
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【美濃加茂市空家等庁内会議】 
美濃加茂市では、空家等対策の検討・実施にあたり、庁内関係課で情報と課題を共有し、調整を

図るため「美濃加茂市空家等対策庁内会議」を設置しています。 
美濃加茂市空家等対策庁内会議では、空家等対策に関する情報の交換及び共有、空家等対

策に関する対応策の協議、特定空家等の抽出、関係機関との連絡調整を行います。 

 

【美濃加茂市空家等対策審議会】 
美濃加茂市では、空家等対策の検討・実施にあたり、外部有識者や民間事業者、専門家で組織

する「美濃加茂市空家等対策審議会」を設置しています。 
美濃加茂市空家等対策審議会では、空家等の所有者等に関する調査の実施、特定空家等に対

して講じる措置などについての方針等について協議すること、特定空家等の認定方法などに対して見解
を述べること等の重要事項について協議を行います。 

 
 

３. 事後評価と継続的な見直し 

本計画に基づく施策を実施し、定期的に施策の検証や評価を行い、その結果を踏まえた計画の見直
しを行います。 

また、本計画期間の最終年度に成果指標の達成状況を把握するとともに、その効果を検証します。 
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表 ５-2 空家の補助・助成制度一覧 

補助・助成制度 制度概要※ 担当課 
空き家の発生を抑制する
ための特例措置  

・空家となった被相続人の住宅を相続した相続人が、耐震リフォー
ム又は取壊し後に、家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲
渡所得の金額から3,000万円を特別控除  

都市計画課  

住宅工事等補助金 ・事業者の振興及び活性化を図るため、住宅工事（増築、改
築、減築、修繕等）に対して、工事費の一部を補助 
・工事費が20万円以上となる工事が対象  
・補助率：10分の2、補助金限度額：10万円  

商工観光課  

建築物耐震診断事業 ・建築物の耐震化を促進するために、建築物の耐震診断を行う
場合の経費の一部を補助  
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物が対象  
・一戸建て住宅（木造）：無料  
・一戸建て住宅（木造以外）：補助率３分の２、 
補助金上限：9万円  

・木造の長屋、共同住宅：補助率３分の2、 
補助金限度額：100万円  

都市計画課  

木造住宅耐震改修工事 
補助事業 
 

・木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事を行う場合
の経費の一部を補助  
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅が対象  
・補助金額は、補強後の評点や経費によって異なりますので、都
市計画課までお問い合わせください。  

都市計画課  

商店街空き店舗 
活用補助金 

・空き店舗の土地又は建物の賃借料の一部を補助  
・空き店舗を借りて新たに事業（飲食業・小売業・サービス業
等）を始める事業者が対象  
・補助率：１年間の家賃の２分の１、 
補助金限度月額：10万円  

・美濃加茂市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域のう
ち、美濃太田駅周辺及び古井駅周辺が対象区域  
注：商工会議所が補助する事業 

商工観光課  
・  

美濃加茂 
商工会議所  

小規模企業者事業所等 
整備補助金 

・事業所等（店舗・事務所・工場等）の改修や新築の費用の
一部を補助  
・市内の小規模事業者や新たに創業される方が対象  
・補助率：２分の１、補助金限度額：50万円  
（特定創業支援等事業を受講し、新規創業する場合は補助

率：３分の２、補助金限度額100万円） 
・改修を伴う備品の購入も対象  

商工観光課  

老朽空家除却補助事業 
補助金 

・老朽空家の除却を促進し、市民の住環境の改善を図るため、
老朽空家を除却する所有者に対して費用の一部を補助 
・補助率：3分の1、補助金限度額：30万円  

都市計画課  

低未利用地の適切な利
用・管理を促進するため
の特例措置  

・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下  
・都市計画区域内の低未利用土地等  
（※譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主が利用の意

向を有することについて市が確認したものに限る） 
の要件を満たす取引について、売主の長期譲渡所得を100万円
控除  

都市計画課  

※申請方法、補助対象や補助額等の詳細は、担当課へお問い合わせください。 
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